
 

 

９ 相  談 

 

① 家庭や児童に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもたちが抱える様々な問題は、今やひとりでは解決できないほど難しく、また一つの機関では解決できないほど複雑なことも

あります。一人で悩まずに、まず相談してみませんか。また、最近重要問題となっている児童虐待の通告を受ける機関でもあります。

プライバシーは守られます。気軽にご利用ください。 

 

0 歳から 18 歳未満のお子さんに関する相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。 

・子育てについての悩み 

・子どもにかかわる様々な家族関係 

・不登校・いじめ等学校生活に関すること 

・万引き、家出、飲酒、喫煙などの非行問題 

・心身の発達や障害に関わる相談 

・母子支援施設等の福祉制度の利用  など 

 

●相談日：月曜日から金曜日 

●開設時間：8:30~17:15 

●問い合わせ先：こども未来課 家庭児童相談室 ☎74‐5831 

家庭児童相談室 

 

 

「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときは、手遅れにならないために、ためわらずに連絡してください。 

●児童虐待とは… 

 ・身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど 

 ・性的虐待…性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど 

 ・ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、暑い日差しの中車内に放置する、 

病気になっても病院に受診させないなど 

・心理的虐待…言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの目の前でドメスティックバイオレンスを行うなど 

●連絡先：こども未来課 こども健康班 ☎74‐5831 

長崎県こども・女性・障害者支援センター ☎095‐844‐6166 

児童虐待に関する相談 

 

 

 母子家庭及び父子家庭と寡婦の方を対象に、子育てや日常生活

面での相談や母子父子寡婦福祉資金の貸付、能力開発・資格取得

のための自立支援給付金に関する相談や就職活動への支援など

生活の安定、自立のための相談・援助を行っています。 

●相談先：こども未来課 子育て支援班 ☎74‐5831 

母子自立支援員 

 
 

 援助を必要とする児童生徒及びその保護者や教職員等に対

して適切な助言を行い、問題解決を図ります。 

【7 月、11 月開催】 

●対象：小・中学生及びその保護者、教職員 

●相談内容：いじめ、不登校、緘黙、多動、学習障害、 

知的障害、言語・視覚・聴覚障害 等 

●申込方法：学校を通じて申込み 

（各学校から保護者向けに御案内します。） 

●相談指導員：長崎県教育センター所員 

●相談の進め方：①受付→②面接相談→③指導・援助→ 

        ④予後観察（相談時間 120 分） 

●問い合わせ先：教育委員会 学校教育課 ☎72‐7801 

巡回教育相談 
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① 家庭や児童に関する相談（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子育てに必要な情報やサービスを総合的にご案内します。 

妊娠や出産、子どもについて悩みや相談事がある方、子育て 

情報が欲しい方など、どなたでも利用できます。 

●対象者：0～18 歳の子ども、保護者など、どなたでも利用 

できます。 

●費用：無料 

●相談方法：電話・窓口・訪問・予約 

●問い合わせ先：まちなか子育て相談室「歩む」☎74-6363 

まちなか子育て相談室「歩む」 
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早期就学相談（０～4 歳児の保護者対象） 

教育支援教室「たけのこ」教育相談 

 

 

 学校を欠席しがちな子どもの保護者を対象に、教育支援教室

「たけのこ」では、指導員による『教育相談』を実施しています。 

●実施日：月～金（15:30~16:30） 

●相談方法：電話相談・来所相談（来所場所は電話にて要予約） 

●申し込み問い合わせ先：教育支援教室「たけのこ」☎72‐3383 

 

 就学先や就学後の支援等について保護者の相談をお受けしま

す。 

●対象：特別に教育的な支援や配慮が必要なお子さんの 

保護者、校区外の学校へ通学させたい保護者、 

その他お子さんの就学に心配のある保護者。 

●期間：随時受付 

（年間８回福江地区各支所地区で相談会も開催予定） 

●問い合わせ先：教育委員会 学校教育課 ☎72‐7801 



 

 

② 身体やこころの相談 
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巡回療育相談 

 

こころの健康相談 

 

健やか親子相談 

 

 こども医療福祉センターの専門のスタッフの協力のもと、 

心身に障がいや発達の悩みを抱えるお子さんと保護者等への 

相談支援等を行っています。 

●対象：心身障がい児及び保護者 

●申込：事前予約が必要です 

●実施回数：年 4 回（整形 2 回・小児 2 回） 

●場所：五島保健所 

●費用：無料 

●問い合わせ先：五島保健所 企画保健課 ☎72‐3125 

こども未来課 こども健康班 ☎74‐5831 

 

 眠れない、気分が落ち込む、不安でイライラするなどの精神

保健上の問題、思春期の精神保健に関すること（不登校・引き

こもり等）、老年期の精神保健に関すること（認知症等）などの

悩みに対し、精神科医・保健師による相談を行っています。 

●対象：メンタルヘルスに関すること等でお悩みの方 

（専門医療機関で診断治療を受けていない方） 

●申込：事前予約が必要です 

●実施回数：月 1 回 

●場所：五島保健所 

●費用：無料 

●問い合わせ先：五島保健所 企画保健課 ☎72‐3125 

ドメスティック・バイオレンス相談 

 
 

 １８歳未満の子どものいる家庭において保護者が配偶者 

（離婚後も含む）から身体、こころ、性的、経済的な暴力 

を受け悩んでいる方の相談支援を行っています。 

●対象：配偶者（離婚後も含む）からの 

ドメスティック・バイオレンスに悩む方 

●受付：随時 

●費用：無料 

●問い合わせ先：こども未来課 こども健康班 

        ☎74－5831 

       長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター 

        女性支援課  ☎095‐846‐0560 

095‐846‐0565 

 

 子育て（乳幼児～思春期）、思春期、更年期、不妊等に関する

悩みなど、臨床心理士、保健師による女性のための相談を行っ

ています。 

●対象：思春期または更年期についての悩みを持つ方、子育て 

に関する悩みを持つ方等 

●申込：事前予約が必要です 

●実施回数：月 1 回 

●場所：五島保健所 

●費用：無料 

●問い合わせ先：五島保健所 企画保健課 ☎72‐3125 



 

 

③ 家庭や児童に関する電話相談 
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障がい者に関する相談 

 

いじめや不登校の相談 

 

児童および家庭の相談 

 

小児救急電話相談 

 

少年問題に関する相談 

 

 

●五島市いじめ 110 番 ☎75‐0555  

E―メールｆｋ0555＠city.goto.lg.jp 

 月～金 8:30~17:15 

対象：幼児～高校生、保護者、教職員 

●五島市教育支援教室「たけのこ」（不登校） ☎74‐3383 

 月～金 15:30~16:30 

対象：子ども、保護者、教職員 

●いじめ相談ホットライン ☎0570‐078310 

 （24 時間）対象：子ども、保護者 

●子どもの人権 110 番 ☎0120‐007‐110 

平日 8:30~17:15 

対象：子ども、保護者 

 

●子どもに関する相談 

こども未来課 家庭児童相談室 ☎74‐5831 

●子どもに関する相談 

長崎こども・女性・障害者支援センター ☎095‐844‐6166 

 月～金 9:00~17:15、土・日 9:00~17:00 

●子ども・家庭 110 番 

長崎こども・女性・障害者支援センター ☎095‐844‐1117 

 毎日 9:00~20:00 

●こころの電話 

長崎こども・女性・障害者支援センター ☎095‐847‐7867 

 月～金 9:00~16:30 

 

●障害者 110 番〈身体・知的・精神〉 

社団法人長崎県手をつなぐ育成会 ☎095‐846‐8730 

 月～金 9:00~17:00 

●長崎県精神障害者団体連合会 ☎095‐808‐5830 

 火・金 10:00~16:00 

●身体障害に関する相談 

長崎こども・女性・障害者支援センター  

☎095‐846‐8905 

 月～金 9:00~17:45 

●知的障害に関する相談 

長崎こども・女性・障害者支援センター  

☎095‐844‐6250 

 月～金 9:00~17:45 

●相談支援事業所（身体・知的・精神） 

 サポートセンターゆうなぎ ☎72‐4710 

 月～金（1／1~1／3 除く） 

 平日 8:30~17:30  日祝日等 8:30~17:30 

 

●障がい者相談員（令和４年 4 月 1 日～） 

 〈身体障がい者相談員〉 

氏  名 担当地区 電話番号 

土 岐 達 志 福江全域 74‐2885 

久保田  廣＿ 

久保田  圭子 
福江全域 72‐7228 

田 中 成 穂 奈留地区 64‐3526 

川 口 美矢枝 富江地区 86‐0440 

谷 川 賢 次 岐宿地区 82‐0447 

中 村   勉 三井楽地区 84‐3211 

上 村 孝 幸 玉之浦地区 090‐7922‐8673 

浜 脇 清 市 全域 
73‐6935 

勤 72‐5000 

 

〈知的障がい者相談員〉 

氏  名 担当地区 電話番号 

清 水 悦 子 福江全域 73‐5861 

蒲 田 志津子 奈留地区 64‐3510 

松 崎 栄 子 富江地区 86‐0415 

小 島 登美子 岐宿地区 83‐1176 

山 下 真 澄 玉之浦地区 87‐2631 

吉 川 正 孝 三井楽地区 84‐2314 

 

〈精神障がい者相談員〉 

氏  名 担当地区 電話番号 

中 里 和 彦 全域 74‐5571 

 

  

お子さんの急な病気やケガなどで心配なとき、ご相談下さい。 

経験豊富な看護師が、お子さんの急な病気への対処法や応急 

処置などについてアドバイスします。 

☎＃8000 

※ダイヤル回線の方は☎095‐822‐3308 

●相談時間：午後 7:00～翌朝 8:00 

●問い合わせ先：長崎県医療政策課 ☎095‐895‐2461 

 

 長崎県内に居住する20 歳未満のこどもに関する非行や犯罪被

害などの相談を受け付けます。 

●電話相談（ヤングテレホン） 

 ☎0120‐786714（なやむなひとよ） 

 受付時間 9:00~17:45（土・日・祝日を除く） 

●メール相談 

 young786714＠ezweb.ne.jp 

 メールの回答には数日間要する場合があります。 


